
・ 個人番号（マイナンバー）は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

　法律第９条に基づき、本申請に係る事務処理に必要な範囲をこえて利用することはありません。

・ 海外の税情報を照会することはできません。

・ 個人番号（マイナンバー）が記載された住民票（写し可）

・ 個人番号（マイナンバー）が記載された住民票記載事項証明書

利　用　同　意　書
就学援助申請に関する個人番号（マイナンバー）

　鹿島市教育委員会　　様

　　下記の者は、鹿島市教育委員会教育総務課が鹿島市就学援助要綱第４条及び第５条の規定に

　ることに同意します。 

　基づく事務手続を処理するために限り、マイナンバーを利用して地方税関係情報について取得す

【留意事項】

　佐賀県鹿島市

職員確認印

1月1日現在の
居住市区町村

　　なお、受給期間中についても同様の取扱いとします。 

（行政区）

現　住　所

個人番号　（マイナンバー）

（１）就学援助申請書に記載した 15 歳以上の方全員をご記入ください。（中学生は除く）

（２） （１）で記載した方全員の「マイナンバー確認書類」を 1 点ご提示ください。 

【確認書類】

・ 個人番号（マイナンバー）カード

 S　Ｈ　

1
 S　Ｈ　

2
 S　Ｈ　

・ 個人番号（マイナンバー）通知カード

令 和 年 月 日

3
 S　Ｈ　

フリガナ
生年月日

氏　名

申
請
者

 S　Ｈ　
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